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これまでの主な減量施策 (平成９年度以降)
���	

1, 可燃ごみ､ 不燃ごみの排出袋を半透明､ 透明袋に切り替え｡
2, 飲料用紙パックを資源追加品目とし､ 拠点収集を資源ステーションでの収
集に切り替えた｡
3, ペットボトルのモデル地区収集を市内の10％の地区で開始｡
4, 剪定枝葉のチップ化施設を設置し､ 公共事業から発生する剪定枝葉の資源
化開始｡

����	

1, ごみ処理手数料の見直し｡ (持ち込みごみを10円／�から16円／�)
2, ペットボトルのモデル地区収集を市内の20％の地区に拡大｡
3, 家庭用電動生ごみ処理機の購入補助開始｡
����	

1, ペットボトルの収集を市内全域に拡大｡
���	

1, ざつ紙の資源分別回収を開始｡
2, プラスチック製容器包装のモデル地区収集を市内の20％の地区で開始｡
3, ｢藤沢市開発行為及び中高層建築物の建築に関する指導要綱｣ を一部改正
し､ 堆肥型大型生ごみ処理機やディスポーザ排水システムの設置を促す行
政指導を盛り込んだ｡
4, 家電リサイクル法開始に伴い､ 家電４品目を大型ごみから除外｡
����	

1, プラスチック製容器包装の収集を市内全域に拡大｡
����	

1, 家電リサイクル法対象外の家電品の資源化を開始｡
2, パソコンリサイクルシステム開始に伴い､ パソコンを大型ごみから除外｡
����	

1, プラスチック製容器包装の収集を隔週収集から毎週収集に変更｡
2, オートバイのリサイクルシステム稼働により､ オートバイを大型ごみから
除外｡
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市 名 人 口 世 帯 対 象 戸別
収集

家庭系(単位：円／枚) 事業系(単位：円／枚) 導入時期 備 考45㍑ 40㍑ 30㍑ 20㍑ 10㍑ ５㍑ 45㍑ 40㍑ 20㍑ 15㍑

北海道 帯広市 170,907
人

77,247
世帯

燃やすごみ 120 90 60 30 自己処理
(市は収集しない) 平成16年10月燃やさないごみ

北海道 釧路市 186,409
人

87,663
世帯

可燃ごみ 100 75 50 25 自己処理
(市は収集しない) 平成17年４月不燃ごみ

北海道 函館市 296,547
人
138,774
世帯

燃やせるごみ 80 60 40 20 10 自己処理
(市は収集しない) 平成14年４月 シール併用燃やせないごみ

埼玉県 秩父市 72,706
人

26,091
世帯

可燃ごみ 50
35㍑

40
25㍑

20
15㍑

110
60㍑ 平成８年７月不燃ごみ

東京都 武蔵野市 132,515
人

67,809
世帯

燃やすごみ ○ 80 40 20 250 110 平成16年４月 事業系の資源物は有料袋で排出 (30㍑
30円/枚)燃やさないごみ

東京都 日野市 170,703
人

73,766
世帯

可燃ごみ ○ 80 40 20 10 300 100 平成12年10月 事業系は１回に２袋まで
プラ容器包装は不燃 資源も戸別収集不燃ごみ

東京都 八王子市 533,374
人
224,974
世帯

可燃ごみ ○ 75 37 18 9 130 平成16年４月 事業系は１回に２袋まで不燃ごみ

東京都 昭島市 110,929
人

47,857
世帯

可燃ごみ
○ 60 30 15 7 60 30 15 平成14年４月 事業系は１回に２袋まで不燃ごみ

商品プラ

福岡県 福岡市 1,390,747
人
643,797
世帯

燃えるごみ 45 30 15
自己処理

(市は収集しない)
平成17年10月
現在準備中燃えないごみ

空きびん
ペットボトル 22 15
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カ テ ゴ リ (全体)％
世帯主 55.8
配偶者 40.0
子 2.0
その他 1.5
無回答 0.6
サンプル数 (％ベース) 100.0

!"#+ ,-

カ テ ゴ リ (全体)％
男性 41.4
女性 57.6
無回答 1.0
サンプル数 (％ベース) 100.0

!"#. /0

カ テ ゴ リ (全体)％
２０歳未満 0.3
２０歳代 5.2
３０歳代 17.0
４０歳代 15.8
５０歳代 21.3
６０歳代 22.3
７０歳代 13.5
８０歳以上 4.4
無回答 0.2
サンプル数 (％ベース) 100.0

!"#1 23

カ テ ゴ リ (全体)％
自営業 6.9
給与所得者 27.7
自由業 1.7
パート・アルバイト 10.4
学生 0.6
専業主婦・主夫 31.8
家事手伝い､ 無職 15.1
その他 4.6
無回答 1.1
サンプル数 (％ベース) 100.0

!"#4 56*78

カ テ ゴ リ (全体)％
１人 15.5
２人 29.7
３人 22.6
４人 18.9
５人 7.1
６人 2.5
７人 0.9
８人以上 0.4
無回答 2.3
サンプル数 (％ベース) 100.0

!"#9 :;<=

カ テ ゴ リ (全体)％
戸建て住宅 57.1
共同住宅 39.6
併用住宅 1.4
その他 1.3
無回答 0.6
サンプル数 (％ベース) 100.0

!"#> 6:?@

カ テ ゴ リ (全体)％
片瀬地区 6.7
鵠沼地区 15.8
辻堂地区 11.2
村岡地区 7.1
藤沢地区 7.0
明治地区 5.4
善行地区 8.4
湘南大庭地区 6.5
六会地区 7.4
湘南台地区 7.6
遠藤地区 3.5
長後地区 7.5
御所見地区 4.1
どの地区か分からない 1.2
無回答 0.5
サンプル数 (％ベース) 100.0

!"#A BC/D

カ テ ゴ リ (全体)％
２００万円未満 12.8
４００万円未満 28.6
６００万円未満 19.4
８００万円未満 13.9
１, ０００万円未満 11.0
１, ５００万円未満 7.1
２, ０００万円未満 1.3
２, ０００万円以上 1.1
無回答 4.8
サンプル数 (％ベース) 100.0

!"E$ ��"F&'�G

カ テ ゴ リ (全体)％
大いに関心がある 52.5
少し関心がある 42.1
あまり関心がない 4.0
まったく関心がない 0.4
無回答 1.0
サンプル数 (％ベース) 100.0

!"E+ ���HI"F��� 'JK�LMNO�PQ�R ST ��U� V8()

カ テ ゴ リ (全体)％
市の広報紙や広報ちらしなどをを見るようにしている 78.1
ごみ・環境問題に関する新聞記事を見るようにしている 56.6
ごみ問題や環境問題についてのテレビ番組を見るようにしている 50.0
ごみ・環境問題関連の本や雑誌を読んだことがある 16.7
ごみ・リサイクル施設の見学に参加したことがある 13.0
ごみ・環境問題に関する講演会やセミナーに参加したことがある 5.8
ごみ・リサイクル問題の勉強会に参加したことがある 3.9
その他 3.8
何もやっていない 5.2
無回答 0.7
サンプル数 (％ベース) 100.0

!"E. ��	
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カ テ ゴ リ (全体)％
ペットボトルは分別し資源収集に出している 95.7
プラスチック製容器包装は分別しプラスチック収集に出している 93.4
ざつ紙は分別し資源収集に出している 79.6
詰め替え製品を買うようにしている 73.3
生ごみの水切りを心がけている 65.3
トイレットペーパーやノートなどは再生紙のものを使用している 56.8
過剰包装は断るようにしている 51.4
買い物袋を持参している 46.6
日用雑貨品は再生品を使用している 21.4
バザー・フリーマーケット・インターネットオークション等で不用品の再利用をしている 15.9
コンポストを利用している 9.8
食料品をはかり売りで買うようにしている 4.5
電動生ごみ処理機を利用している 3.9
その他 4.8
何もやっていない 0.5
無回答 0.1
サンプル数 (％ベース) 100.0
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カ テ ゴ リ (全体)％
大いに満足している 21.4
少し満足している 54.4
あまり満足していない 18.0
まったく満足していない 1.5
無回答 4.7
サンプル数 (％ベース) 100.0
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カ テ ゴ リ (全体)％
製品を造る生産者が責任を持って､ ごみになりにくい製品を造ったり､ 資源の回収を行う 71.9
意識啓発や環境教育により､ ごみを出す人の意識を変えることが重要である 64.6
ごみ減量やリサイクルが進むような仕組みを行政が用意する 42.3
ごみの量に応じて処理料金を取ることによって､ ごみの発生抑制やリサイクル促進を促す 11.1
その他 2.7
無回答 1.0
サンプル数 (％ベース) 100.0
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カ テ ゴ リ (全体)％
実施してもかまわない 6.4
条件が整えば実施しても構わない 40.5
実施すべきでない 41.2
どちらでもよい 5.0
よくわからない 5.8
無回答 1.1
サンプル数 (％ベース) 100.0

!"l+ ����'���NmnoR kpiq�rmstuvwxnoR kpiq�ryqz{ V8()

カ テ ゴ リ (全体)％
ごみの減量化が促進され環境への負荷がより軽減されると思われるから 55.7
資源の分別やリサイクルが進むと思われるから 46.1
ごみの減量・リサイクルを行っている人とそうでない人の費用負担を公平にすべきだから 31.7
ごみの減量化によりごみ処理費用を削減できると思われるから 29.6
ごみ処理費用は電気代や上下水道代と同様に出す量に応じて負担すべきと思われるから 25.7
その他 3.2
無回答 1.4
サンプル数 (％ベース) 100.0
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カ テ ゴ リ (全体)％
不法投棄が起きないよう対策をとること 52.9
ごみの減量・リサイクルについて､ 生産者の取り組み強化を図ること 35.5
ごみ減量・リサイクルの努力をした人は支払いが少なくなるよう公平な仕組みを作ること 30.4
現状のごみ処理費の内訳や根拠を明らかにすること 29.2
有料化による､ ごみ減量､ 処理費用削減などの効果を明らかにすること 26.1
有料化による料金収入の使い道を明らかにすること 23.5
実施に際しては市民の意見を十分聴取すること 18.7
現状の集積場所による収集方法を改め､ 各家庭ごとの収集(戸別収集)を実施すること 17.0
有料化によるごみ減量や費用削減効果は､ 市民への還元を図ること 16.5
有料化料金の根拠を明らかにすること 16.1
ごみ処理事業の効率化を図ること 15.8
廃食用油や剪定枝などの分別収集品目を増やしリサイクルを促進させること 10.3
収集頻度を増やすこと 8.5
その他 2.9
無回答 1.1
サンプル数 (％ベース) 100.0
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カ テ ゴ リ (全体)％
不法投棄が増え周辺の環境・景観が悪化すると思われるから 73.0
生産者によるごみ減量・リサイクルを先に進めるべきだから 47.0
税の二重取りとなるから 42.0
費用負担が発生するから 39.6
現状のごみ処理費の内訳や根拠が明らかでないと思われるから 24.4
ごみ処理事業の効率化を先に行うべきだから 19.2
自家焼却が増え周辺の環境が悪化すると思われるから 18.8
収集頻度を増やすなど､ 行政サービスの充実を先に行うべきだから 12.1
ごみの減量効果は一時的なものと思われるから 10.9
その他 7.4
特にない 0.0
無回答 1.2
サンプル数 (％ベース) 100.0
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カ テ ゴ リ (全体)％
絶対すると思う 34.3
多分すると思う 46.7
あまりしないと思う 8.7
絶対しないと思う 1.1
わからない 5.5
無回答 3.6
サンプル数 (％ベース) 100.0
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カ テ ゴ リ (全体)％
１００円位 16.5
２００円位 9.2
３００円位 14.4
４００円位 2.5
５００円位 27.9
６００円位 1.3
７００円位 0.9
８００円位 2.4
９００円位 0.1
１０００円位 10.4
１２００円位 0.3
１５００円位 0.8
その他 8.9
無回答 4.5
サンプル数 (％ベース) 100.0
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カ テ ゴ リ (全体)％
不法投棄が起きないよう対策をとること 68.3
店頭における資源回収を実施すること 42.0
意識啓発や環境教育の充実 35.4
資源の収集頻度を増やすこと 32.1
ごみ減量化・リサイクルに関する情報提供を充実させること 30.6
資源の個人持ち込み場所を増やすこと 29.5
公共施設における資源回収を実施すること 27.9
資源の分別回収品目を増やすこと 21.7
生ごみの家庭用堆肥化装置購入の支援を充実させること 19.0
資源の集積場所を増やすこと 17.0
分別の徹底を図るため､ 戸別収集(各家庭ごとに収集)を実施する 15.7
その他 5.2
無回答 2.7
サンプル数 (％ベース) 100.0
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カ テ ゴ リ (全体)％
ぜひ実施してほしい 11.6
できれば実施してほしい 19.5
共同住宅(マンション等)の専用置き場があるので必要ない 19.1
現行のままでよい 38.2
その他 4.5
わからない 5.1
無回答 1.9
サンプル数 (％ベース) 100.0

古紙配合率100％再生紙を使用しています
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